
（
国
土
交
通
委
員
会
）

建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
（
国
土
交
通
委
員
長
提
出
）
（
参
第
五

四
号
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
民
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
に
お
い
て
建
設
業
の
果
た
す
役
割
の
重
要
性
、
建
設
業
に
お
け
る
重
大
な

労
働
災
害
の
発
生
状
況
等
を
踏
ま
え
、
公
共
工
事
の
み
な
ら
ず
全
て
の
建
設
工
事
に
つ
い
て
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健

康
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
等
し
く
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
し
、
基
本
理

念
を
定
め
、
国
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
建
設
工
事
従

事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
建
設
業
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
し
、
基
本
理
念
と
し
て
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
お
い
て
適
正
な
請

負
代
金
の
額
、
工
期
等
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
が
建
築

物
等
の
設
計
、
建
設
工
事
の
施
工
等
の
各
段
階
に
お
い
て
適
切
に
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康

に
関
す
る
建
設
業
者
等
及
び
建
設
工
事
従
事
者
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
安
全
で
衛
生
的
な
作
業
の
遂
行
が
図
ら
れ
る



こ
と
、
並
び
に
建
設
工
事
従
事
者
の
処
遇
の
改
善
及
び
地
位
の
向
上
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

二

国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及

び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
と
す
る
等
、
国
、
都
道
府
県
及
び
建
設
業
者
等
の
責
務
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

三

政
府
は
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
、
財
政
上
又
は

税
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

四

政
府
は
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
基

本
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
は
、
基
本
計
画
を
勘
案
し
て
、
都
道
府
県
計
画

を
策
定
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

五

基
本
的
施
策
と
し
て
、
国
及
び
都
道
府
県
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
お
け
る
経
費
の
適
切
か
つ
明
確
な
積
算
等
、
建

設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
に
関
す
る
責
任
体
制
の
明
確
化
、
建
設
工
事
の
現
場
に
お
け
る
措
置
の
統
一
的
な

実
施
、
建
設
工
事
の
現
場
の
安
全
性
の
点
検
等
、
建
設
工
事
従
事
者
の
安
全
及
び
健
康
に
関
す
る
意
識
の
啓
発
等
に
つ
い
て

必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

六

政
府
は
、
厚
生
労
働
省
、
国
土
交
通
省
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
相
互
の
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
建
設
工
事
従
事
者



の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
の
推
進
を
図
る
た
め
、
建
設
工
事
従
事
者
安
全
健
康
確
保
推
進
会
議
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

七

関
係
行
政
機
関
は
、
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
に
よ
っ
て
構
成
す
る
建
設
工
事
従
事
者
安
全
健
康
確
保
推
進
専
門
家
会
議

を
設
け
、
六
の
調
整
を
行
う
に
際
し
て
は
、
そ
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

八

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

九

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


